
法人の種類と課税の取扱い 

均等割 法人税割 均等割 法人税割

株式会社・有限会社・合同会
社・合名会社・合資会社・医療
法人・相互会社・協業組合・企

業組合等

課税 課税 課税 非課税

一般社団法
人・一般財団

法人
最低税率(*1) 課税 最低税率(*1) 非課税

日本赤十字・社会福祉法人・
宗教法人・学校法人等

最低税率 課税 非課税 非課税

商工会・認可地縁団体・ＮＰＯ
法人等

最低税率 課税 最低税率 非課税

日本赤十字・社会福祉法人・
宗教法人・学校法人等

非課税 非課税 非課税 非課税

商工会・認可地縁団体・ＮＰＯ
法人等

最低税率(*1) 非課税 最低税率(*1) 非課税

収益事業を
行うもの

最低税率 課税 最低税率 非課税

収益事業を
行わないもの

非課税 非課税 非課税 非課税

農業組合法人・漁業組合法人・
信用金庫等

課税 課税 課税 非課税

国・地方公共団体
・国立大学法人等

非課税 非課税 非課税 非課税

独立行政法人等 最低税率 非課税 最低税率 非課税

非課税
（個人住民税
として課税）

課税 非課税 非課税
法人課税信託の引受けを

行う個人

普通法人

協同組合等

課税の取扱い

市内に事業所等を有する場合 市内に寮等のみを有する場合代表的なもの

人格のない
社団等

法人登記をしていない社団ま
たは財団で，代表者または管
理人の定めがあるもの。ＰＴ
Ａ・同窓会・同業者団体等

公益法人等

法人の種類

公共法人

収益事業を
行うもの

収益事業を
行わないもの

（*1）公益社団法人，公益財団法人，認可地縁団体，特定非営利活動促進法第 2 条第 2 項

に規定する特定非営利活動法人，法人税法第 2条第 9 号の 2 に規定する一般社団法人・一

般財団法人で収益事業を行わないものについては均等割の免除制度があります。詳しくは

市民税課までお問い合わせください。 

 


